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富士見市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

富士見市営住宅条例（平成２１年条例第８号）の一部を改正する条例を別紙のとお
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提 案 理 由 

民法の一部改正等に伴い、富士見市営住宅条例の一部を改正したいので、地方自治

法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出します。 

 



 

富 士 見 市 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

富士見市営住宅条例（平成２１年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項第２号イ(ｱ)及び(ｲ)中「まで」の次に「のいずれかに該当する程度」

を加え、同号ウ中「別表第１表ノ３」を「別表第１号表ノ３」に改め、同号オ中「支

援給付を」を「支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６号）附則第２

条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第１項

に規定する支援給付を」に改め、同項第３号ア(ｵ)中「者が」を「者（学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１８条の規定による小学校の就学義務の猶予又は免除

に係る者を含む。第１１条第６号において同じ。）が」に改める。 

第１１条第６号中「（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１８条の規定によ

る小学校の就学義務の猶予又は免除に係る者を含む。）」を削る。 

第１３条第１項第１号を次のように改める。 

(1) 入居決定者と緊急時等に連絡を取ることができる者であって市長が適当と認め

るもの（以下「緊急時等連絡人」という。）が連署した契約書を提出すること。 

第１３条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、同条

中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、同条第３項中「前２項」を「第１項又

は第２項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第１項第１号に規定する契約

書に、緊急時等連絡人の連署を必要としないこととすることができる。 

第１４条を次のように改める。 

第１４条 削除 

 第１５条第３項中「の間」を削り、同条第４項中「とき」を「日」に改め、同条第

５項中「第３３条、第３５条並びに第３６条第１項及び第２項」を「第３５条及び第

４１条」に改める。 

 第１７条第２項を次のように改める。 

２ 第１３条第１項（第２号を除く。）から第４項までの規定は、前項の規定により



承認を受けた者（以下「承継者」という。）について準用する。この場合において、 

同条第１項各号列記以外の部分中「入居決定者」とあるのは「承継者」と、「決定」 

とあるのは「承認」と、同項第１号及び同条第２項中「入居決定者」とあるのは

「承継者」と、同条第４項中「入居決定者」とあるのは「承継者」と、「市営住宅

の入居者としての決定」を「入居決定者の地位の承継の承認」と読み替えるものと

する。 

第１７条第３項中「第１項に規定する」を「第１項の規定により」に改める。 

第２１条第１項中「第１３条第４項」を「第１３条第５項」に改める。 

第２３条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「当該

入居者に係る未納の家賃」を「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務

の不履行」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないとき

は、市は前項に規定する敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合に

おいて、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目

的とする債務の弁済に充てることを請求することができない。 

第２４条第１項中「のうち次に掲げる費用は、入居者」を「は、市」に改め、同項

に次のただし書を加える。 

 ただし、入居者が負担すべきものとして規則で定める費用については、入居者の

負担とする。 

第２４条第１項各号を削り、同条第２項中「前項に定めるもののほか、入居者」を

「入居者」に、「同項各号に掲げる修繕以外」を「市営住宅」に、「生じたときは、

入居者」を「生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者」に改める。 

第２５条第１項第４号中「及び共同施設」を削る。 

第４１条第１項中「入居者に」を「当該入居者に」に改め、同条第３項中「年５

パーセントの割合」を「法定利率」に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第６条、第１１条第６号、 

第１５条、第１７条第３項、第２５条第１項第４号及び第４１条第１項の改正規定は、

公布の日から施行する。 

 


